
「陸水物理学会誌」投稿規定 

 

 陸水物理学会誌（英文名：Journal of the Japanese Society of Physical Hydrology）は陸水物理

学会の機関誌で年 1 回から数回発行される。本誌には，広く陸水学に関する報文，その他を

掲載する。本誌の発行は，学会のホームページ上に pdf ファイルの形で公開される。 

 

１．投稿者  

 第一著者あるいは責任著者は正会員に限る。ただし，編集委員会が依頼する原稿につい 

てはその限りではない。 

 

２．投稿の種類  

陸水およびその関連分野の報文（原著，総説，短報，報告）および書評とする。 

(a)原著：独創性あるいは新規性のある研究論文で，価値ある結論あるいは事実を含む未 

    発表のものとする。 

(b)総説：その分野の研究の進捗状況，現状，展望などを総括した論文で，全体として一つ 

    のまとまった主張が展開されている未発表のものとする。 

(c)短報：新しい事実や価値ある内容を含む論文，あるいは速報的価値のある内容やデータ 

    を含む論文で，未発表の比較的短いものとする。 

(d)報告：陸水学に関する野外調査報告，講演記録，シンポジウム報告などの学術的な報 

    告とする。 

 (e)書評：書籍などの書評。対象書籍等の著者が会員，または書評執筆者が会員とする。 

 

３．用語と制限ページ  

 投稿原稿で使用する言語は日本語と英語の両方とし，日本語の場合は英語のタイトルと

アブストラクトをつける。図表中の言語は英語とし，本文で日本語を使用の時は図表の説明

は英語と日本語の併記とする。 

 原著および総説の刷上りは 20 ページ程度以内，短報および報告は 10 ページ以内，報告

は 5 ページ以内とする。カラーの図・写真は掲載可能で，これによる著者へ負担は生じな

い。書評の刷上りは 2 ページ以内とする。 

 

４．原稿の作成  

 学会ホームページから Microsoft Word ファイル形式の投稿用テンプレートと投稿票をダ

ウンロードし，別に定める執筆要領に従い本文，図表，引用文献など作成する。また，必要

事項を投稿票に記入する。 

 

５．原稿の投稿と受付 



(a) 投稿方法  

 原稿および投稿票を電子メールに添付して編集委員長に送信する。 

(b) 受付通知  

 受付の可否は，原稿が投稿用テンプレートの様式に従って作成されているかどうかの

審査後，原則として 1 週間以内に，編集委員長から投稿者に通知される。期間を過ぎて

も受付通知が到着しない場合は，編集委員長に連絡すること。 

 

６．原稿の査読と受理または却下の通知  

 受付けられた原著，総説，短報，報告の原稿は，複数の専門家による査読を受け，掲載の

可否が判断される。査読の過程では原稿ごとに担当編集委員が置かれ，著者との連絡を行う。

査読に要する期間は 3 週間程度以内である。査読の結果，修正を要すると判断された場合，

担当編集委員はその内容を著者に伝え，修正を求める。修正原稿または査読結果への反論は，

原則として 3 週間以内に再投稿しなければならない。修正原稿提出の際，著者は査読者から

の修正意見毎に修正内容，修正箇所，反論などを明示した修正リストを提出すること。特別

の理由なく 1 ヶ月を経過した場合は，その原稿は著者が取り下げたものと判断される。陸

水物理学会誌への報文の掲載可否は，査読の最終結果を踏まえ，編集委員長が最終的に判断

する。著者への受理または却下の通知は，編集委員長が行う。  

 

７．清書原稿の作成と校正 

 原稿が受理された場合，著者は編集委員会による英文校閲結果を含めて速やかに校正を

行い，清書原稿を編集幹事に送付する。清書原稿における文章や図表の変更は，編集委員の 

指示によるもの以外は認められない。印刷原稿の著者校正は，原則として初校のみとし，再

校以後は編集委員会が行う。 

 

8．掲載原稿の著作権 

(a) 本誌に掲載された原稿の著作権は，陸水物理学会に帰属する。 

(b) 陸水物理学会による著作権の行使は，電子化および電子ネットワーク上での公開を含

む。 

(c) 本誌に原稿を投稿する者は，著作権に関する条項を事前に承諾したものとみなされる。 

 

9．附則 

 本規定は，2020 年 4 月 1 日より施行する。   


